
 
口座開設に関する規定について（追加事項） 

 
今後、活動がますます活発になり各ブロック、エリア、委員会の活動資金を管理する為の

口座開設が必要になってきます。そこで口座開設に関して下記のように規定を定めました

ので、遵守の徹底をお願い申し上げます。 
 
1. 銀行口座は「三菱東京 UFJ銀行」とし、NPO法人として開設する。 
2. 事業部内各ブロック、エリア、委員会での活動資金の振り込みは ATMの利用を原則と
し、窓口で手続きは行わない。 

 
口座名義や取扱基準につきましては随時、会計管理委員会で検討しご報告いたします。 
よろしくお願い申し上げます。 


